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３章全般 

 

 

 

 

 

 

 

少子高齢化も進んでおり、寒川町に

住みたいなと思うまちづくりが必要で

ある。お金をかけなくてもできること

はたくさんある。 

 

  

総合計画は町民の生活全般

に係る内容を対象とするた

め、内容的にはある特定のも

のだけを抽出したものではな

く、網羅的な内容となってい

ます。ただしメリハリはつけ

ていかなければならないの

で、財政推計を踏まえ、確実

に実施する事業と予算が確保

出来れば実施する事業、お金

をかけなくても実施できる事

業など、実施計画レベルで色

分けをしていきたいと考えて

います。 

 

 

この計画は「○○をやります」、「□

□をやります」と書いてあるだけでメ

リハリがなく、この計画を見ただけで

は何を重点的に実施していくのか分か

らない。 

 

基本計画の中にも「メリハリについ

ては実施計画レベルでつけていく」と

明示すべきではないか。この基本計画

を見ただけでは、町民は何が重要なこ

となのか分からない。 

 

総合計画ではなく、「重点政策集」に

したほうがいいのではないか。 

 

上記のように、総合計画は

網羅的なものにならざるを得

ず、重要なのは何をどこまで

やるのかということなので、

確実に実施できるものは明確

に計画の中に位置付けていき

たいと考えています。 

 

地域福祉の充

実 

（４）施策の

方向 

８ページの（４）施策の方向の２番

目、「福祉の環境・拠点づくりの推進」

の２つ目の文末に「今後の町の財政状

況を踏まえながら検討を行います。」と

あるが、このような内容でも施策にな

るのか。 

事業の中には、実際に何か

を実施する「○○事業」とい

うものと、何かを検討する「○

○検討事業」というものがあ

ります。ご指摘いただいた部

分については、対応する実施

計画の名称を再検討すること

で対応していきたいと考えて

います。 

 

地域活動の推

進 

（１）現況と

課題 

２７ページの（１）現況と課題の上

から２つ目に「自治会活動を PR し加

入の促進に努めているところですが、

加入率アップにはつながらない状況で

あり、自治会への加入促進が課題とな

っています。」とあるが、なぜ加入しな

いのか把握しているのか。自治会の件

は一例だが、これまで出来なかった理

由や進まなかった理由が分かっていな

いとこの計画は絵に描いた餅になって

しまう。 

 

ご指摘いただいたように、

原因を追及せずにただ漠然と

「○○をやります」「○○が課

題です」というだけでは計画

として成り立たないので、そ

のようなことがないように留

意しながら、実施計画の策定

等につなげていきたいと考え

ています。 
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町民相談の推

進 

（４）施策の

方向 

 メンタルヘルスの問題は非常に重要

な問題となっているが、その点につい

てはどのように考えているか。 

 ３０ページの（４）施策の

方向の１番目、「相談活動の充

実」の２つ目で自殺対策につ

いて記述をしています。 

心の病を持つ方がイコール

自殺に結びつくということで

は必ずしもありませんが、健

康問題をはじめ様々な要因が

絡み合い、複数の機関等が適

切に連携して対応していくこ

とが重要である点は同様であ

るため、記述的にはメンタル

ヘルスの内容も盛り込まれて

いると考えておりますが、担

当課と調整し、修正の必要が

あれば修正していきたいと考

えています。 

 

メンタルヘルスについては、本来は

誰かに相談をすべき人でも、実際には

なかなか相談に行かない実態がある。   

相談を受ける側も専門家がいな適切

な対応がとれないし、身近な相談窓口

ではプライバシーが守られないのでは

ないかという心配を抱えている人もお

り、そういった点なども課題ではない

か。 

 専門家の確保や多様な相談

窓口の提供、身近な場所では

なく隣接する市など少し離れ

た場所での相談のニーズなど

から、広域的な対応、複数機

関での対応は必要であると考

えます。担当課と調整し、修

正の必要があれば修正してい

きたいと考えています。 

 


